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「別紙２－21 ずわいがにオホーツク海南部」における資源管理の目標の変更について 

１ 変更の趣旨 

（１）資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982号）の本則の第９の規定により、

「農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘

案して、資源管理基本方針についての検討を、当該資源管理基本方針に記載されている

それぞれの水産資源についておおむね５年ごとに行い、必要があると認めるときは、こ

れを変更する」こととされている。特定水産資源である、ずわいがにオホーツク海南部

については、５年ごとの見直しのため、令和７年８月から同年 10 月にかけて、資源管

理基本方針の本則の第８の１に基づく「資源管理の方針に関する検討会」を複数回開催

し、最新の資源評価に基づく資源管理の目標の案及び資源水準の値に応じた漁獲圧力

（資源に対する漁獲の影響の大きさを表す係数をいう。）の決定方式（以下「漁獲シナ

リオ」という。）の案について議論した。その結果、資源管理の目標は、研究機関から

提案された値を基に時点修正及び修辞上の修正を行うこととすること等が取りまとめ

られた。 

（２）上記「資源管理の方針に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、ずわいがにオホーツ

ク海南部の資源管理の目標や漁獲シナリオ等を定める資源管理基本方針の「別紙２－21」

に関連する規定について、所要の変更を行う。 

２ 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年７月～令和９年６月）ずわいがにオホーツク海南部 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令和８年５月

水 産 庁 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和７年度に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、資

源管理基本方針別紙２－21 に定める漁獲シナリオの下、資源状況が良好な場合に対

応できる数量として、近年の最大漁獲量を考慮した数量をＴＡＣとする。 

なお、近年の最大漁獲量は、平成 28年（2015年）の 904トン。 

（２）資源管理の目標及び漁獲シナリオ

  本資源は、主分布域や産卵場が我が国の漁船や調査船により情報が得られる水域に

なく、資源全体の把握が困難なため目標管理基準値及び限界管理基準値の提案が困難

とされていることから、法第 12条第２項の規定に基づき、同条第１項と異なる目標を

定め、我が国の漁船による漁獲の状況等を踏まえて、我が国漁船の操業水域に分布す

る資源の最適利用が図られるよう漁獲を管理する。 

（３）令和８管理年度（令和８年７月～令和９年６月）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標 

オホーツク海底魚資源調査（水産機構により、毎年４月から６月までの間に着底トロ

ールを用いて行うものをいう。）による漁獲対象資源（甲幅 90mm 以上の雄）の分布密度

推定値が、１平方キロメートル当たり５kg（平成 15年（2003年）から令和６年（2024

年）までの間（令和４年（2022年）を除く。）に最低とされた値）を下回らないように

する。 

（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

特定水産資源 ＴＡＣ 

ずわいがにオホーツク海南部 1,000トン 

R8年 

（案） 

R7年 

（2025年） 

R6年 

（2024年） 

R5年 

(2023年) 

R4年 

(2022年) 

ＴＡＣ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

漁獲実績 - - 28 10 33 
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２ 配分（案） 

（１）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率等に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（２）配分量は別紙のとおり。 
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（別紙）

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

北海道 125

大臣管理分

大臣管理区分

沖合底びき網漁業及び
ずわいがに漁業

875

知事管理分

注記

令和8管理年度ずわいがにオホーツク海南部
漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案）

特定水産資源 TAC（トン）

ずわいがにオホーツク海南部 1,000
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令和８管理年度における 

漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について 

（ずわいがにオホーツク海南部）（案） 

１ 背 景 

令和７管理年度において、ずわいがにオホーツク海南部の漁獲可能量、都道府県別漁獲可

能量及び大臣管理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣意性

のない機械的な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て、事後報告で対応できるこ

ととしている。 

（１）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２年

12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和７年 10 月 22 日最終改正。）に則り都道府県間

又は大臣管理区分と都道府県との間で行う融通に伴う数量の変更 

２ 令和８管理年度の取扱い 

上記１に掲げる数量の変更については、引き続き事後報告で対応できることとする。 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量を

遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道府県別

漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準用する同

条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同条

第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の

変更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項）。 
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